
議案第８号 

 

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条 

例及び北本市執行機関の附属機関に関する条例の一部改正に 

ついて 

 

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例及び北

本市執行機関の附属機関に関する条例の一部を次のように改正する。 

 

 

平成２７年２月２０日 提出 

 

 

                北本市長 石 津 賢 治 

 

 

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例及

び北本市執行機関の附属機関に関する条例の一部を改正する条例 

 

 （特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部改正） 

第１条 特別職の職員で非常勤ものの報酬及び費用弁償に関する条例

（昭和３１年条例第６号）の一部を次のように改正する。 

別表庁舎建設委員会委員の項を削る。 

 （北本市執行機関の附属機関に関する条例の一部改正） 

第２条 北本市執行機関の附属機関に関する条例（昭和５６年条例第２

６号）の一部を次のように改正する。 

  別表第１市長の附属機関の表北本市庁舎建設委員会の項を削る。 

 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 


